
社
会
福
祉
法
人
日
本
保

育
協
会

東
京
都
千
代
田
区
麹
町

一
丁
目
六
番
地
二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

第

四

百

九

十

二

号

令

和

六

年

五

月

十

四

日

保
育
士
登
録
申

請
手
数
料
、
保

育
士
登
録
証
書

換
え
交
付
手
数

料
及
び
保
育
士

登
録
証
再
交
付

手
数
料

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
六
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

(

火
曜
日)

令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

目

次

告

示

○
公
金
事
務
の
委
託

(

子
育
て
支
援
課)

二
〇
三
ペ
ー
ジ

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

二
〇
三

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

美

術

館)

二
〇
六

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

特
別
支
援
教
育
課)

二
〇
六

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

教
育
財
務
課)

二
〇
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
五
月
十
四
日



調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

中
津
川
市
加
子
母
の
一
部(
渡
合
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
七
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

中
津
川
市(

加
子
母
の
一
部)

の
地
籍
図

中
津
川
市(

加
子
母
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

中
津
川
市
千
旦
林
の
一
部(

坂
本
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
元
年
七
月
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

中
津
川
市(

千
旦
林
の
一
部)

の
地
籍
図

中
津
川
市(

千
旦
林
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

本
巣
市
根
尾
板
所
の
一
部(

板
所
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
か
ら
令
和
五
年
九
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

本
巣
市(

根
尾
板
所
の
一
部)

の
地
籍
図

本
巣
市(

根
尾
板
所
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市
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二

調
査
を
行
っ
た
地
域

本
巣
市
屋
井
お
よ
び
七
五
三
の
一
部(

土
貴
野(

Ⅵ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
令
和
五
年
六
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

本
巣
市(

屋
井
お
よ
び
七
五
三
の
一
部)

の
地
籍
図

本
巣
市(

屋
井
お
よ
び
七
五
三
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

本
巣
市
屋
井
の
一
部(

土
貴
野(

Ⅷ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
元
年
六
月
か
ら
令
和
三
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

本
巣
市(

屋
井
の
一
部)

の
地
籍
図

本
巣
市(

屋
井
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

本
巣
市
根
尾
大
井
の
一
部(

大
井
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
二
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
十
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

本
巣
市(

根
尾
大
井
の
一
部)

の
地
籍
図

本
巣
市(

根
尾
大
井
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
白
川
町
大
字
黒
川
の
一
部(

黒
川
Ⅲ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら
令
和
五
年
七
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町(
大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
図
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加
茂
郡
白
川
町(

大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
白
川
町
大
字
黒
川
の
一
部(

黒
川
Ⅳ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
令
和
五
年
九
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町(

大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
白
川
町(

大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
四
月
八
日

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
美
術
館
で
使
用
す
る
電
気
(予
定
数
量
)

3,042,564kW
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
１
月
26日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
３
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
大
谷
真
哉

６
落
札
金
額
65,117,919円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
美
術
館
総
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
１
番
22号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
(車
椅
子
対
応
大
型
バ
ス
)
２

台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
３
月
７
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
４
月
18日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
七
丁
目
89

三
菱
ふ
そ
う
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
株
式
会
社
東
海
ふ
そ
う

岐
阜
支
店
長
水
鳥
晃
夫

６
落
札
金
額
48,688,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
(中
型
)
２
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
３
月
７
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
４
月
18日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
六
条
大
溝
一
丁
目
７
番
地
１

い
す
ゞ
自
動
車
中
部
株
式
会
社
岐
阜
支
社

支
社
長
井
上
親
人

６
落
札
金
額
45,670,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
学
校
間
総
合
ネ
ッ
ト
管
理
運
営
業
務
(ウ
イ
ル
ス
除
去
・
情
報
漏

洩
対
策
機
能
の
導
入
)
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
２
月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
３
月
25日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
吉
野
町
三
丁
目
８
番
地

株
式
会
社
エ
フ
ワ
ン

代
表
取
締
役
清
水
靖
彦

６
落
札
金
額
33,519,288円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課
情
報
基
盤
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
六
年
五
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


